
税源移譲による一般財源の構成比の変化（平成１０年度ベース）
―政令市―

注１　試算の前提は、「税源移譲による税収等への影響」と同じ。
　２　特別区を含む。
　３　最上段のグラフの「平均」は、単純平均である。

(基準財政需要額を変化させた場合）
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